
2023年10月20日時点

質問内容 回答

【概要】

1
全国旅行支援事業は日本国内居住者が対象となりますが、地域限定クーポン券の
利用範囲も全国に広がるのですか。

地域限定クーポン券の利用範囲は栃木県内の地域限定クーポン取扱店のみとなりま
す。

2
地域限定クーポン利用時に、お客様から領収書の発行依頼があった場合、発行可
能ですか。

事務局としては問題ありません。各事業者様の経理上の問題となりますので、事業
者様でご判断ください。

3 地域限定クーポンで支払えないものを教えてください。
税金の類、保険料の類、宝くじ、公共料金、金券プリペイドカード等、宿泊代金、
たばこ、公序良俗に反するもの、社会通念上不適当とされるもの等は地域限定クー
ポンでの支払いはできません。詳細は事業運用マニュアルをご確認ください。

4
2022年12月28日まで利用していた紙クーポンは2023年1月10日以降も利用できます
か。

2022年12月28日まで利用していた紙クーポンは2023年1月10日以降は使用できない
ため、受け取らないようご注意ください。

5 地域限定クーポンの利用期間について教えてください。
地域限定クーポンの利用期間は、宿泊旅行の場合はチェックイン日～チェックアウ
ト日の23時59分、日帰り旅行の場合は旅行実施当日の23時59分までとなります。

6 地域限定クーポンの最終利用期限について教えてください。
最終の利用期限は2023年12月16日（土）となります。
割引対象期間最終日の12月15日（金）から２連泊以上のご宿泊の場合でも12月16日
（土）が最終利用期限となります。

7 regionPAYの使用方法を知りたい場合、どうすればいいですか。
本ホームページ内の「regionPAY取扱店舗向けマニュアル」をご確認くだささい。
regionPAY発行事業者（宿泊施設）説明動画も掲載しておりますので併せてご確認
ください。

8
地域限定クーポン（電子）の発行事業者登録を行ったがregionPAYのID・パスワー
ドが届かない場合、どうすればいいですか。

本ホームページ内の「regionPAY発行事業者（宿泊施設）向けマニュアル」をご確
認ください。regionPAY取扱店舗向け説明動画も掲載しておりますので併せてご確
認ください。

【参加登録手続き】

9
地域限定クーポンの電子化に伴い事業への参加申請をしなくても継続登録になり
ますか。

地域限定クーポンの電子化に伴い新たに地域限定クーポン（電子）の発行事業者登
録が必要になります。
※11月13日以降の延長に伴う新規の参加登録は受け付けておりません。

10
栃木県で実施する「新型コロナ感染防止対策取組宣言」をしていませんが、どう
したらよいですか。

栃木県の「新型コロナ感染防止対策取組宣言」のホームページ
（https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/sengen/torikumisengen.html）を確認の
上、「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動に参加してください。
なお、同ホームページから「新型コロナ感染防止対策取組宣言書」、「ステッ
カー」をダウンロードし、店舗入り口に掲示してください。

11
飲食店ですが、「とちまる安心認証」を取得しないと、地域限定クーポン取扱店
の参加登録はできないのでしょうか（取得が必須条件ですか）。

飲食店については、「とちまる安心認証」を受けることが条件となります。

12 「とちまる安心認証」を受けるには、どうすればよいですか。
いちご一会とちぎ旅事務局までお問い合わせください。
いちご一会とちぎ旅事務局　TEL.028-610-6373
（平日10:00～17:00　土・日・祝日・12/30～1/3を除く）

13 「とちまる安心認証」を取得できなかった場合、どうすればよいですか。
地域限定クーポンの取扱店に登録いただいた店舗は、「とちまる安心認証」を取得
することが条件となっておりますので、基準を満たし、認証が取得できるよう速や
かに改善をお願いします。

「第2弾 いちご一会とちぎ旅」Q＆A（地域限定クーポン取扱店向け）


